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7 ．会議の概要

議　長 ただ今から、１０月定例農業委員会を開会いたします。

１番 増田一幸委員、２番 大越君雄委員のご両人にお願いします。

ただちに議案審議に入ります。

（議案第１号） 議案第１号　農地法第４条の規定による許可申請についてを議題と

いたします。事務局からの説明後、担当委員の調査結果報告をお願

いします。

出席委員は、１０名で定足数に達しており総会は成立しております。

それでは日程に従いまして、羽生市農業委員会会議規則第１２条第

２項に規定する議事録署名委員を議長より指名選任いたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。

（異議なし）

  それでは指名いたします。

未満である「第２種農地」と判断しました。「第２種農地」は原
則
不許可となりますが、受付番号４１０号では、申請農地は、現
在、
保全管理はされておりますが、周辺を既存宅地に囲まれ、農地の
広
がりが無く、集積の困難な場所となっています。また、太陽光を
さ
えぎる高い建物がなく、採算性も十分に見込められることから、
土
地の有効利用を考え、今回、太陽光発電施設敷として申請するも
の

事務局 事務局より説明いたします。
議案第１号　農地法第４条の規定による許可申請について、受付
番
号４１０号の農地法に基づく農地転用許可の検討事項についてご
説
明します。受付番号４１０号の農地の区分については、住宅等が
連
担している区域に近接する農地で、その規模が概ね１０ヘクター
ル

以上で事務局からの説明を終了させていただきます。

受付番号４１０号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

です。なお、施設の周囲をフェンスで囲い安全確保に努め、土地
の
維持管理等、周辺住民に迷惑のかからないように行うものとなっ
て
います。また、各号とも農地の区分及び転用目的に問題はないと
考
えます。その外、資力及び信用や申請に係る用途に遅滞なく供す
る
ことの確実性等についても、問題ないと考えます。

３番



過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

現在では、体力が衰えてきたこともあり、申請地においては、時々

家族で消費する程度の耕作を行っている状態です。１反未満の申請

地について、しっかりと営農してもらえる方も見つからず、どうに

かならないかと考えておりましたところ、太陽光発電施設の設置を

行い、その発電した電気を売電するという事業があると聞き、調べ

ましたところ、国等も推進しているクリーンエネルギー事業である

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

この度、羽生市大字　　　　　　　　　　　におきまして、以下の

理由により、太陽光発電施設の設置を行うため、農地法第４条の許

可をいただきたく、申請を行う決意をしました。私は、平成６年５

月に営農するために申請地を購入し、営農を行っておりましたが、

意を得ましたので申請する運びとなりました。太陽光発電事業は、

設置敷地に雑草等が生えてしまいますと発電量が下がってしまい、

売電量を維持することができませんので、しっかりと管理しなけれ

ばならないことが前提となります。よって、申請地が荒廃して雑草

だらけになる等、周辺の農地等に被害が発生する危険性がないこ

とに加えて、事業の運営によって売電する利益を得られることによ

ことがわかり、大変興味を持ちました。平成３０年より、資料等を

取り寄せ、上記事業を行うため、申請を行うことを決意しましたと

ころ、申請地近隣地に説明を行わなければならないことがわかり、

申請のための準備を行うことにしました。申請地周辺は、農地が多

数ありましたので、この事業により、被害が発生しないのか等との

疑義の声があがりましたが、この度、すべての疑義を解消でき、同

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

議　長

り、申請地の運営管理費等も賄えますので、安定して申請地を維持

できます。申請地は、東西南北に障害となる建物等がなく、発電量

及び申請地を維持するためには、申請地以外に於いて実行できませ

んので、何卒、ご審議いただき、農地法第４条の許可を下さいます

様、お願い申し上げます。

以上で、事務局及び担当委員からの説明、報告が終わりました。

ただいまの説明及び報告に対し、ご質疑、ご発言を願います。

　　（発言なし）

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第１号農地法第４条の規定による許



可申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付するこ

とに賛成の委員は「挙手」願います。

　　（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第１号農地法第４条の規定による許

について、ご説明いたします。はじめに、受付番号４１１号、４
１
４号、４１５号、４１９号の農地の区分については、生産力の高
い
概ね１０ヘクタール以上の集団農地の区域内にある農地で「第１
種
農地」と判断しました。また、受付番号４１２号、４１３号、４
１
６号から４１８号、４２０号から４２４号の農地の区分について
は、
住宅等が連担している区域に近接する農地で、その規模が概ね１
０

引き続き、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について

を議題といたします。事務局からの説明後、担当委員の調査結果報

告をお願いします。
議案第２号　農地法第５条の規定による許可申請について、受付
番
号４１１号から４２４号の農地法に基づく農地転用許可の検討事
項

た。申請農地は、既存の住宅や新規の住宅が立ち並び、とても住
環
境の整った場所とのことです。また、周辺には、国道１２５号線
が
通り、交通の弁も良いことから、今回、自己用住宅敷きとして申
請
するものです。４１２号では、譲受人は、現在、行田市のアパー
ト
で妻と２人で暮らしています。今後の将来に向けて、自分の住宅
の
建築を考えていました。申請農地は、近年、新規の住宅が建ち並
び、

ヘクタール未満である「第２種農地」と判断しました。なお、
「第
１種農地、第２種農地」は原則不許可となりますが、受付番号４
１
１号、４１２号、４１５号及び４１６号では、自己用住宅を設け
る
ものです。受付番号４１１号では、譲受人は、現在、市内のア
パー
トで妻、子２人の４人で暮らしています。子ども２人となり、今
の
住まいでは手狭になることから、自分の住宅の建築を考えていま
し

学校や南羽生駅、また、大型ショッピングセンターがあるなどと
て
も住環境の良い場所とのことです。このことから、自己用住宅の
建

住環境の整った場所とのことです。また、国道１２５号線が通
り、
交通の弁も良いことから、今回、自己用住宅敷きとして申請する
も
のです。４１５号では、譲受人は、現在、群馬県邑楽郡明和町の
ア
パートで、妻、子の３人で暮らしています。昨年、子供が生ま
れ、
今の住まいでは手狭になっていることから、自分の住宅の建築を
考
えていました。申請農地は、既存宅地に隣接し、近くには、須影
小

可申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付するこ

とに決定いたします。

（議案第２号）

事務局



築を考えたところ、譲渡人の了解を得られたことから今回、申請
す
るものです。４１６号では、市内のアパートで、妻、子２人の４
人
で暮らしています。子供も成長し、今の住まいでは手狭になって
い
ることから自分の住宅の建築を考えていました。申請農地は、既
存

ることから、自己用住宅の拡張として申請するものです。受付番
号
４１４号では、譲受人は、東京都中央区に事務所を置き、昭和４
６
年から主に石油製品販売業を行っている法人です。現在、市内に
お
いて石油製品の給油所を営業しています。近年、大型車両の洗車
場
が狭く、利用者が減少している状況とのことです。今回、敷地を
拡
張し、大型車両の洗車スペースを確保することで利用者を増加さ
せ

宅地に介在し、周辺には、総合病院や大型ショッピングセン
ター、
国道１２５号線も通り、住環境や交通の弁が良いことから、今
回、
自己用住宅敷きとして申請するものです。４１３号では、譲受人
は、
現在、親の世帯と２世帯住宅として暮らしています。今回、宅地
の
南側部分、約４７㎡が市道の拡幅のために買収されるとのことで
す。
申請農地は、既存宅地の北側に位置しており、面積もほぼ同じで
あ

農地の広がりがなく、周辺には、高い建物がなく、すでに太陽光
発
電施設が建ち並び、好立地な場所であることから、今回、申請す
る
ものです。４１８号では、譲受人は、群馬県伊勢崎市に事務所を
置
き、平成２８年から主に太陽光発電事業を行っている法人です。
申
請農地は、農地の広がりがなく集積の困難な場所となっていま
す。
また、周辺は、太陽光を遮る高い建物もなく、採算性も十分にあ
る

ていきたいことから、店舗敷地の拡張として申請するものです。
受
付番号４１７号、４１８号４２２号及び４２４号では、太陽光発
電
施設を設けるものです。４１７号では、譲受人は、桶川市に住ん
で
いる個人の方です。将来の安定した収入を考え、現在、群馬県に
お
いて、太陽光発電施設を設置しているとのことです。また、今後
の
事業拡大を考え、新たな設置場所を探していたところ、申請農地
は、

今回、太陽光発電施設敷として申請するものです。４２４号で
は、
譲受人は、群馬県邑楽郡板倉町に事務所を置き、平成２８年から
主
に太陽光発電事業を行っている法人です。申請農地の周辺には、
太
陽光を遮る高い建物がなく好立地な場所であり、採算性も十分に
あ

ことから、今回、太陽光発電施設敷として申請するものです。４
２
２号では、譲受人は、東京都練馬区に事務所を置き、平成２８年
か
ら主に太陽光発電事業を行っている法人です。申請農地の東側に
は、
すでに太陽光発電施設が設置されており、周辺には、高い建物が
な
く、好立地とのことです。また、譲渡人の了解も得られたことか
ら、



るとのことです。このことから、太陽光発電施設の設置を考えた
と
ころ、譲渡人の了解を得られたことから今回、申請するもので
す。

ことです。申請農地は、お寺のすぐ東側に位置し、譲渡人より寄
付
の申し出もあったことから、今回、駐車場敷として申請するもの
で
す。４２０号では、譲渡人は市内に事務所を置き、昭和５７年か
ら
主に非金属の鋳造を行っている法人です。以前より従業員の駐車
場
が不足でしたが、新たに事務所を建築したことで、早急な対応が
必
要となっていたとのことです。申請農地は、事務所のすぐ東側に
位

なお、四つの案件とも施設の周囲をフェンスで囲い安全確保に努
め、
土地の維持管理等、周辺住民に迷惑のかからないように行うもの
と
なっています。受付番号４１９号及び４２０号では、駐車場を設
け
るものです。４１９号では、譲受人は、市内で昭和２８年からお
寺
を構える宗教法人です。現在、時代の流れもあり、お寺に来る人
の
ほとんどが車となり、今の駐車スペースでは手狭になっていると
の

以上で事務局からの説明を終了させていただきます。

受付番号４１１号について調査報告いたします。

ることから、今回、建売住宅５棟の敷地として申請するもので
す。
受付番号４２３号では、譲受人は、東京都練馬区に事務所を置
き、
昭和４２年から主に不動産業を行っている法人です。申請農地
は、
南羽生駅に近く、市街化区域に近接していることから、住環境が
と
ても整備されており、住みやすい地域とのことです。このことか
ら、
建売住宅の建築を考えたところ、譲渡人の了解を得られたことか
ら、

置していることから好立地であり、また、譲渡人の了解も得られ
た
ことから、今回、駐車場敷として申請するものです。受付番号４
２
１号及び４２３号では、建売住宅を設けるものです。４２１号で
は、
譲受人は加須市に事務所を置き、昭和６０年から主に不動産業を
行
っている法人です。申請農地は、市街化区域に近接し、県道や市
役
所も近くに存在することから、とても住環境が良く、需要も見込
め

３番

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

今回、建売住宅５棟の敷地として申請するものです。　また、各
号
とも農地の区分及び転用目的は問題ないと考えます。その外、資
力
及び信用や申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性等につ
い
ても、問題ないと考えています。



まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

現在、私は、羽生市内の賃貸アパートに家族で居住しています。今

年の初めに２人目の子供が誕生し、生活形態の変化等のことを考え、

現在の住まいでは手狭になってくると思い、自分たちの家を建てた

いと思い、現在の住まいに近い場所で、土地が広く自分たちの予算

で建物を建築できる土地を探していました。同土地であれば、車に

よる職場への通勤も良く、また周辺農地に対しても被害を及ぼすよ

を及ぼすような地域でもないと判断し、購入を決意し、この度の申

請となりました。何卒、よろしくお願いいたします。

３番 受付番号４１３号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

現在、私は、行田市内の賃貸アパートに家族４人で居住しています。

この度、将来の生活等を考え、今のうちに自分たちの家を建てたい

と思い、土地を探していましたところ、同土地を紹介され、同土地

であれば、車による交通の便もよく、また周辺農地に対しても被害

地のうち約４７㎡が買収されることになりました。これにより、住

宅の南側に駐車スペースはかろうじて確保されるものの、それ以外

の土地利用スペースがほとんどなくなることから、今般、申請地を

住宅の敷地の一部として利用したく申請するものです。なお、申請

地は、登記面積は６２㎡ですが、以前実測を行ったところ、

５３．２５㎡であることが判明しております。申請地は、私の叔父

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私は、　　　　　に勤務する５５歳になる者です。平成１４年より

現在地に２世帯住宅を建設し、親世帯とともに居住しておりますが、

このたび全面道路を羽生市が拡幅することになり、これにより居住

の所有する農地ですが、単体で利用するには極めて狭小で非効率的

であり、日照等も不良であることから、ここ数年は耕作を行ってい

３番

うな地域でもないと判断し、購入を決意し、この度の申請となりま

した。何卒、よろしくお願いいたします。

受付番号４１２号について調査報告いたします。



本来の農地法の趣旨に鑑みれば望ましい状態ではないことを知り、

大変反省しております。以上の事情を鑑みお汲み取りの上、宜しく

お取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号４１４号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

ませんでした。また、私の住宅の敷地は５００㎡近いものの比較的

建築面積の広い２世帯住宅であり、あまり敷地に余裕がなく、この

ためここ数年が伯父の厚意に甘えて申請地上に簡易な物置を置かせ

てもらっていました。この物置は、土地には定着しておりませんが、

として、また、一般車両への給油を行っています。平成２８年に行

った敷地拡張により西側の市道からの出入りができるようになった

ことから、国道１２２号の下り線を利用するお客様が増加してきま

した。近年、当社の他の給油所において大型自動洗車機を利用する

お客様が増加していますが、当給油所においては利用客が減少して

いる状況です。大型車の運転手に聞いたところ自動洗車機の出入り

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

当給油所は、平成９年に営業を開始し敷地拡張を行い現在に至って

います。当社の給油所は供給契約の長距離輸送トラックを主な顧客

受付番号４１５号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

スペースが狭く利用しづらい、出入り時の安全確認が大変との回答

でした。当社の自動洗車機は戦車料金を安価にして利用者数を増や

すという会社の方針からセルフ方式としています。このため、安全

確保のため自動洗車機の周囲は大型車が移動するスペースを広く確

保する必要があります。安全確保のためには、申請土地面積が必要

となります。

現在、群馬県邑楽郡明和町のアパートにて生活をしておりますが、

昨年子供が産まれたこともあり、現在の住まいが手狭となってきた

ため、今後のことを考え十分な広さの住居を構えたいと思っており

９番
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ていたところ、今回、羽生市大字　　に住宅用の敷地として、土地

を譲って頂けることになりました。こちらの土地は、近くに小学校

や大型商業施設などもあり、生活していく環境が整っているため、

ぜひこちらの土地で家族３人で住宅を建て、暮らしていきたいと思

っております。何卒、ご許可願いたくよろしくお願いいたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

ましたが、自己所有の土地、建物はないため、建築できる土地を探

しておりました。住宅地の選定に際し、私の勤め先が行田市で、妻

の以前の勤め先が羽生市であったため、羽生市内付近で土地を探し

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私は現在、賃貸アパートに住んでいますが、子供２人が成長すると

ともに手狭になってきたこともあり、独立して新たに自己用住宅の

建築を計画しています。今般の銀行から融資を受けられることに

なり、資金計画のめどがついたことから申請地を譲っていただける

ことになりました。実家も羽生市内にあり、住み慣れた地域の生活

１１番 受付番号４１６号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私は現在下記所在地に居住し、生家の明和町、館林市等において、

を継続できます。また、申請地は敷地に余裕があるので、希望の間

取りも実現できますし、駐車スペースも十分です。この土地を選定

し、申請に至りました。私には他に建築できる土地・建物はありま

せん。何卒許可して頂きますようお願い申し上げます。

受付番号４１７号について調査報告いたします。

には大変興味をもっており、現在不動産業で企業すべく、研修し勉

太陽光発電所を建設し事業を拡大すべく努力しておるところです。

近年は健康寿命も大きく伸びておりますが、公的年金の伸びは期待

できず、景気によっては、支給額も減る方向となっており、将来の

安定した生活設計を考えてみますと、厳しいものがあると考えると

ころです。ところで、宅地建物取引士の資格をもっており、不動産

１１番



強しておるところです。このような中、安定収入が図れる太陽光発

電事業について、知人の紹介を頂き、今回の土地が地主様のご厚意

により、太陽光発電事業用地として売買の話がまとまり、事業を拡

大すべく今回の申請に至った次第です。現在申請地は休耕となって

おり、一帯は旧桑崎地域の集落を形成している混在地であり、近隣

受付番号４１８号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

の人たちからはこれまでより安心、安全に暮らせるので良かったと

のお話も頂いております。また、東側、西側の近隣には最近太陽光

発電所が建設されており、地域の人たちにも理解はあります。上記

のご事情をご理解いただき、よろしく御配慮下さいます様、御願い

申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

休耕地耕作放棄地等が多くみられますが、太陽光発電所の為転用さ

れることは、近隣の人たちからも安心、安全に暮らせるので、よか

ったとのお話もたくさん頂いております。かような次第により、企

業評価も高め、社員の環境意義も高まり、再生可能エネルギーの活

用、導入量拡大により、エネルギー安全供給の確保、地球温暖化対

１番

策への貢献、新規産業雇用創出への寄与を目指します。上記事情を

ご理解いただき、よろしく御配慮下さいます様お願い申し上げます。

陽光発電事業者として、さらに事業を拡大拡充し、また、２０年間

の安定した売電向上、安定収入をはかり、会社のイメージ向上、社

会的責任も果たすものです。転用に当たっては、近隣には太陽光発

電所が多数あり、地域の人たちも理解はありますが、近隣には被害

等を及ぼさない様、最新の注意を払います。申請地は、国道１２２

号線に隣接しておりますが、高齢化、後継者不足が危惧される中、

当社は、平成２８年８月に設立し、時代に即応した、再生可能エネ

ルギーを利用した発電、電気の供給、売電等に移行し、羽生市内及

び群馬県内において事業を展開しておるところです。今般、知人等

の紹介により、申請地を購入して太陽光発電所を竣工し、再生可能

エネルギーの活用、省エネ、蓄エネといった環境への貢献を考え、

電力費の効率的運用をはかり、今回当社で市内に増設をはかり、太



なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

計画者は、　　　　　　　　　　　　　　　　であり、檀家は１２

０戸で檀家の人々の崇拝のよりどころとなっております。時代の変

遷とともに交通手段として車社会となり、彼岸、お盆、葬儀、先祖

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号４２０号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

に達しましたので、許可賜りたく申請するものであります。

の法事等の際は出席者のほとんどが車を利用し、境内の一角に駐車

できるスペースは１５台程度であり、現在では東側道路脇に余儀な

く駐車している現状でありますが、この度、同寺の東側の土地所有

者から駐車場用地として寄付したい旨の申し入れがあり、檀家にお

れまでも社員の駐車場が不足しており、近くの貸駐車場を一部借上

げながら、急場を凌いでいたところですが、今回道路を挟んだ東側

の土地が、土地所有者より協力が頂けることにこととなり、事務所

建築に伴い不足している１７台分の駐車場を確保致したく、今まで

の分も含めて申請に相成った次第です。かような次第により、駐車

場を整備し、工場の効率的運用を図り、併せて環境整備を図るもの

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

当社は、昭和５７年に設立以来、非鉄金属（主にアルミ砂型鋳物）

の鋳造業を営んでおるところです。おかげさまにより、父の代を加

入すると昨年５０周年を迎え、着々と事業を進展しておるところで

す。今般、同所　　　　　　に３階建事務所を建築致しました。こ

です。転用にあたっては、附近の農地に被害を及ぼさない様、最新

の注意を払い、ご迷惑をおかけ致さないことを約し、あわせて本申

請地の有効利用を図ることは勿論、附近に対しても有効利用を図れ

るよう十分配慮致します。

５番 受付番号４２１号について調査報告いたします。

８番 受付番号４１９号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

いて協議して結果、満場一致をもって寄付を受け入れたいとの結論

５番



まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

していると判断しました。上記理由と、地域社会の発展のため許可

のほうよろしくお願いいたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号４２２号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

現在、羽生市内で建売住宅を建てる土地を探していました。申請地

は市街化調整区域ではありますが、県道がすぐそばを通っており羽

生インターも近いため、交通の便が良く、その他、羽生市役所にも

近いため生活のための利便性に優れているので専用住宅の建築に適

た。未来の子供たちの安全安心のために、ゼロコストエネルギーであ

る太陽光を利用した発電は社会貢献にもつながりますので本件の事業

太陽光発電設備を設置できる土地を所有していません。太陽光発電施

計画を立てました。事業計画者は、太陽光発電施設を設置できる土地

を所有していません。太陽光発電施設を設置できる土地を探すのに県

内、県外を探していました。山林に設置しているのは見かけますが、

樹木を伐採した傾斜面に太陽電池モジュールを設置した場合、豪雨災

１０番

事業計画者　　　　　　　　は、神奈川県横浜市に本店がある

　が代表取締役を務める会社です。事業計画者は、地球環境にやさし

い再生可能エネルギーによる発電、特に太陽光発電には興味がありま

収束することができずにおり、多大なる人々が被害を被っています。

進することもできず、約８年前の原子力発電所の爆発事故はいまだに

先日の台風による暴風被害で長期の停電に役に立ったのは太陽光発電

で野立ての太陽光発電所の売電事業を緊急事態であることから売電事

業を一時中断して付近の住宅に送電していた心温まる報道がありまし

した。今までの石油や石炭等の化石燃料をはじめとしたエネルギー資

源に頼ると輸入に頼るためコストがかかるばかりでなく、あらゆる災

害の根源となる地球温暖化が進行し、ＣＯ２削減ができません。また、

日本列島各地に存在している原子力発電所に対し、テロ対策工事を推

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。



受付番号４２３号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

ん。雑種地の土地もありませんでした。申請地は、譲渡人宅の南側約

３０ｍの畑と南西約５０ｍの畑の２筆です。申請地は、登記面積が６

８４㎡と７３９㎡の合計面積は１４７７㎡です。申請地は、周囲に住

宅や事務所が建っていますが、住宅が密集している農地ではないので

る譲渡人がいることを知っていました。譲渡人　　　　さんは、宅地

を所有していますが建物が建っているため太陽光発電は設置できませ

として適しているので専用住宅を建設いたしたく申請する次第です。

調整区域のため法の適用を受け、基準を遵守し、周囲に迷惑のかから

ないよう努めたいと思います。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

受付番号４２４号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

私は、東京都練馬区石神井町において、不動産業を営んでおります。

今般、当該土地を居住するのに、静かで住環境が良好なため、住宅地

を行う理由としましては、太陽光発電は、長期的に見て収益を上げる

ことが期待できる事業であり、後の世代に残すことができる資産とし

て有益であると考えているからです。今回の申請地につきましては、

相続により引き継いだ土地であり、現在休耕地になっています。また

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

今回、申請地にて、太陽光発電設備の設置を計画しております。事業

害等により土砂崩れの原因になっては周囲の人に迷惑をかけてしまい

ます。よって、日当たりが良い平坦な土地を探しました。申請の東側

ではすでに社長の母親が売電しており、太陽光発電に理解を示してい

２番

日当たりに問題はありません。また、道路に接道しており、既存の電

柱が近くにありますので太陽光発電施設を設置するのに都合が良い環

境にあり、譲渡人宅から容易に監視ができますので、なにか事象が起

きた場合には譲渡人が通報してくれると思いますので安心であり、こ

の土地を選定しました。

１０番



所有者様にて今後、申請地にて農業を営む予定もありません。今回、

縁あって所有者様と面識を持ち、太陽光発電設備のご了解を頂きまし

いいたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

以上で、事務局及び担当委員からの説明、報告が終わりました。

ただいまの説明及び報告に対し、ご質疑、ご発言を願います。

た。申請地周辺には、高い建物等日光を遮る障害物もないため、周辺

農地への日照、通風の影響も少ないと思われます。このような条件の

為、今回の申請地にて太陽光発電設備を設置するに至りました。近隣

住民及び自治会長様への説明については、完了しています。また、羽

生市及びその周辺の自治体にて太陽光発電設備の設置を行っています

ので管理上問題はありません。以上の内容が、土地選定の理由であり

り、利用権の期間などを定め、安心して農地の貸借等を行えるように
するものです。農業経営基盤強化促進法では、農地利用集積計画
は、
農業委員会の決定を得て、市長が定めるものとなっており、今回
の議
案事項となっております。それでは、議案第３号についてご説明
いた
します。この計画は、埼玉県農地中間管理機構に賃借権を設定する計

画（案）となっています。こちらは、平成２６年の４月より、農地中

続きまして、議案第３号　農地利用集積計画（案）（埼玉県農地中間

管理機構分の賃借権設定）について、事務局からの報告を求めます。

議案第３号　農地利用集積計画（案）について説明させていただきま

す。農地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法に基づいて行われ

るもので、農地の貸し借りが安心してできる仕組みです。これは、規

模拡大を図ろうとする農家と規模縮小等を考える農家との間に市が入

間管理事業が創設され、この事業の目的は、今後の農地活用の効率化

議　長

議　長

事務局

議　長

（議案第３号）

賛成の委員は「挙手」願います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第２号農地法第５条の規定による許可

申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付することに

決定いたします。

太陽光の案件が多いが、土地売買金額はいくらか。

１反当たり、１５１万円、２１１万円、１０１万円、１４６万円とな

っております。

質疑・発言もつきたようですので、これを打ち切り裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第２号農地法第５条の規定による許可

申請については、許可相当の意見を付して、県知事へ送付することに

ます。以上のことをご理解いただき、前向きなる検討の程宜しくお願

事務局



たしまして、左上から「譲受人氏名」、「譲受人住所」「所有者名」
と続き、最後は「地目」、「面積」と対象農地の情報となりま
す。表
の右下に合計が記載されたいます。新規設定として１６件、面積
田
２１，０５４㎡　畑　４，４３８㎡　合計　２５，４９２㎡と
なって
おります。以上で、議案第３号　農地利用集積計画(案)について
の説
明を終了させていただきます。

や生産性の向上を図るため、農地中間管理機構が農地を一旦、借受け、

農地の集積化や規模の拡大化等を行うなど、耕作し易い条件にして、

地域の担い手等へ貸し出しを行えるようにするものです。この農地中

間管理機構を利用することで、今後、安心・安全な貸し借りができ、

かつ、農業経営の拡大も図っていこうとするものです。表の見方とい

いては、事務局の報告のとおり決定し、市長に答申いたします。
続きまして、議案第４号　農用地利用配分計画（案）についてを
議題
といたします。当該利用配分計画（案）については、農地中間管
理事

以上で、事務局の報告が終わりました。ただいまの報告に対し、
ご質
疑、ご発言を願います。

（発言なし）

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第３号　農地利用集積計画（案）につ

いては、事務局の報告のとおり、決定することに賛成の委員は、「挙

番左側から、農地中間管理機構から農地を借受ける方として「賃
借権
の設定等を受ける者」、その右側が借受ける農地の情報で「賃借
権の
設定等を受ける土地」と続き、さらに右側が現在の賃借権の設定
を受

議　長

（議案第４号）

「飯塚輝雄委員」の退席を求めることになります。それでは、事
務局
の報告をお願いします。

事務局
議案第４号　農用地利用配分計画（案）について、ご説明いたし
ます。

業の推進に関する法律第１９条第３項に基づき、羽生市長から意
見を
求められております。ただし、事案番号１号から１４号について
は、
農業委員会等に関する法律第　３１条第１項に規定する議事参与
の制
限等に該当する案件でありますので、審議、裁決に際しまして
は、

この、農用地利用配分計画は、農地中間管理事業の推進に関する
法律
第１９条第３項の規定により、配分計画を作成する場合は、「市
は、
農業委員会の意見を聞く」ということから、今回の案件となって
おり
ます。７ページをご覧いただきたいと思います。表の見方です
が、一

手」願います。

（挙手全員）　

挙手全員でありますので、議案第３号 農地利用集積計画（案）につ



けている者として「左の土地について現に農地中間管理機構から
賃借
権の設定等を受けている者」となり、現在は、賃借権の設定等を
受け
ているものがいないため、空欄となっています。一番右側が、農
地の

を市に報告し、市はその意見を聞き、この配分計画（案）を中間
管理
機構へ回答します。その後、埼玉県知事が認可、公告することで
農地
の貸し借りが設定されます。期間的には、県の審査期間が４０日
間、
配分計画の縦覧期間が１４日間となっていることから、来年２月
１日
に、賃借権等が設定される予定となっております。以上で、議案
第４
号　農用地利用配分計画（案）についての説明を終了させていただき

貸し借りの詳細として「設定する権利」が記載されています。
「賃借
権の設定等を受ける者」については、中間管理機構の公募に対して、

応募をされている方となっています。「賃借権の設定等を受ける土地」

については、先ほどの議案第３号の農地利用集積計画（案）で中間管
理機構に対して、利用権の設定を行っている農地となっていま
す。今
後の流れですが、この配分計画（案）について、農業委員会は、
意見

（発言なし）

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

ただいま議題となっている議案第４号　　農用地利用配分計画（案）

について、事務局の説明のとおり、同意することに賛成の委員は「挙

手」願います。

（挙手全員）　

ます。

議　長
以上で、事務局の報告が終わりましたので、飯塚委員の退席をお
願い
します。

（飯塚委員の退席）

それでは、ただいまの報告に対し、ご質疑、ご発言を願います。

員の調査結果報告をお願いします。

事務局
相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、
ご説
明いたします。相続税の納税猶予ですが、これは、農地を相続に
より
取得した農業相続人が、その農地で引き続き農業を営む場合、一
定の
条件はありますが、農地に対応する相続税を猶予するというもの
です。

挙手全員でありますので、農用地利用配　分計画（案）について
は、
同意することに決定いたします。飯塚委員の入室をお願いしま
す。
（飯塚委員の入室）

（議案第５号）
引き続き、議案第５号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利
用状
況の確認についてを議題といたします。事務局からの説明後、担
当委

また、農地の利用状況の確認についてですが、これは、相続され
た農



 

の。）今回、行田税務署からの依頼を受け、利用状況を確認する
ため、
担当地区の農業委員様へ現地調査をお願いし、また、事務局に置
いて
も耕作していることを確認をしてまいりました。農業委員会とし
て、
この調査・報告を受け、現在の農地の利用状況について税務署へ
回答
を行うものです。以上で事務局からの説明を終了させていただき
ます。

１１番 受付番号１６３号について、調査報告を致します。

地について、相続税の納付の猶予を受けていた土地が、２０年
間、農
業経営を継続していた場合には、相続税の納付についての免除を
受け
られることから、農地の利用状況についての確認を行うというも
ので
す。（旧制度：平成２１年１２月１４日以前に発生した相続等に
より
取得した農地について、２０年間営業を継続した場合に免除とな
るも

また、申請地の利用状況を確認したところ、水田及び畑として利
用し
ていたことを、ご報告いたします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

議　長
以上で、担当委員及び事務局からの報告・説明が終わりました。
ただ
いまの報告に対し、ご質疑、ご発言を願います。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）
受付番号１６３ 相続人、小松２３９、中嶋進、昭和１３年２月１
３
日生まれ、８１歳。所在地、大字、下岩瀬、字、下岩瀬、地番、
９４
７－１　地目、台帳現況ともに畑、地積、３５７㎡　外２０筆、
合計地積　　１０，７６４．０６　㎡。相続開始年月日、平成１
１年
２月１５日。申請地の場所は武州中島紺屋さん周辺に位置してい
ます。

挙手全員でありますので、議案第５号については、担当委員の報
告の
とおり同意し、行田税務署へ確認書を提出いたします。

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。続いて、事務局より諸

報告等がありますので、お聞き取り願います。

事務局
報告事項１　農地法第４条第１項第７号の規定による届出書の確
認に

（発言なし）

特に発言もないようですので、裁決に移ります。

それでは、議案第５号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状

況の確認については、担当委員の報告のとおり、同意することに賛成

の委員は、「挙手」願います。

（挙手全員）　

ついてでございますが、これは市街化区域内農地を自己用とし
て、転
用を行う場合に届出をするものです。市街化区域内農地の転用に
つい
ては、許可するのではなく、受理したことの証明を通知します。
従い
まして、委員様の調査も審議もございませんので報告とさせて頂
いて



　

 　　　　　上記会議のてん末を記載し、その相違のないことを証するため、

　ここに署名する。

報告事項２　農地法第５条第１項第６号の規定による届出書の確
認に
ついてでございますが、これは市街化区域内農地の、権利の移転
が伴
う転用を行う場合に届出を行うものです。市街化区域内農地の転
用に
ついては、許可をするのではなく、受理したことの証明を通知し
ます
従いまして、委員様の調査も審議もございませんので報告とさせて頂

きます。ご覧のとおり住宅敷として２件、駐車場敷として１件ござい

います。ご覧のとおり、住宅敷として１件ございました。ご確認
の程、
宜しくお願いします。

これは県許可のありました９月分でございます。右側の備考欄を
ご覧
頂きたいと思いますが、４条が１件、５条が８件ございました。
調査
等で関係なされました委員様におかれましては、資料の整理等、宜し

く、お願いいたします。

以上で、議案に関係します報告事項を終了させて頂きます。

続きまして、

ました。ご確認の程、宜しくお願いします。
報告事項３　　農地法第１８条第６項の規定による通知について
でご
ざいますが、これは農地法及び利用権設定（等促進事業）に係る
合意
の解約となりますが、２２件ございました。ご確認の程、宜しく
お願
いします。
報告事項４　　農地法の規定による許可一覧についてでございま
すが、

　⑦　世界キャラクターさみっとin羽生について

　⑧　農地相談会について

議　長 （発言なし）

　以上で、本日の全日程を終了いたしました。

　これにて、閉会といたします。

　①　１１月の定例農業委員会の日程について

　②　赤い羽根募金の協力について

　③　利用権の設定について

　④　農業者年金普及資材について

　⑤　第３０回羽生市農業まつりについて

　⑥　羽生市連合菊花大会について



会    長

署名委員

署名委員

令和元年 １０月 ２５日


